
議提議案第１号 

 

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の改正 

を求める意見書 

 近年、障害者虐待の通報件数は年々増えている。令和２年３月に神戸市内の精神

科病院で起きた痛ましい虐待事件を受けて、厚生労働省が都道府県及び指定都市を

対象に実施した調査では、平成２７年度からの５年間で、精神科病院の看護師等に

よる虐待と思われる事例が７２件あり、そのうち医療機関側からの通報は半数未満

だったとのことである。 

平成２４年１０月１日に施行された、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対す

る支援等に関する法律、いわゆる障害者虐待防止法では、障害者に対する虐待の禁

止を規定するとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対し

て速やかな通報を義務付けている。法の趣旨や通報の重要性についての国民の理解

は着実に進んでいると考えられる一方で、障害者虐待の定義として、養護者、障害

者福祉施設従事者等及び使用者による虐待のみを規定しており、医療機関における

虐待が通報義務の対象となっていないために、被虐待者の早期発見と人権擁護に支

障を来たす事態となっている。 

障害者虐待防止法は、第１条にあるとおり、障害者に対する虐待が障害者の尊厳

を害するものであるとの認識の下、障害者の権利利益の擁護に資することを目的と

しており、同法第３１条において、医療機関の管理者に対して、虐待防止に必要な

措置を講ずるよう規定しているにもかかわらず、虐待の事案が後を絶たないのは遺

憾であり、障害者が安心して医療を受けることができるための仕組みを充実させる

ことが必要である。 

よって、本市議会は、国会及び政府におかれて、虐待発見時の通報義務対象とし

て医療機関における障害者虐待を追加するとともに、通報者を保護する規定も併せ

て設けるよう、強く要望するものである。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

相 模 原 市 議 会 

 

 



国    会 

内    閣 

 

令和４年２月２５日提出 

 

提出者 相模原市議会議員 大 槻 和 弘 

提出者 相模原市議会議員 西 家 克 己 

提出者 相模原市議会議員 田 所 健太郎 

提出者 相模原市議会議員 関 根 雅吾郎 

提出者 相模原市議会議員 石 川   達 

提出者 相模原市議会議員 佐 藤 尚 史 

提出者 相模原市議会議員 渡 部 俊 明 
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提出者 相模原市議会議員 南 波 秀 樹 

提出者 相模原市議会議員 阿 部 善 博 

 

   あ て 



議提議案第２号 

 

ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議 

ロシアは、去る２月２４日にウクライナへの軍事侵略を開始し、一般市民を含め

多数の死傷者が出ている。恐怖に震えるウクライナの人々を思うと、痛恨の極みで

あり、哀惜の念に堪えない。  

力による一方的な現状変更は断じて認められず、これは、欧州にとどまらず、日

本が位置するアジアを含む国際社会の秩序の根幹を揺るがしかねない極めて深刻な

事態である。 

また、ロシアのプーチン大統領が核兵器の使用を示唆したことは、強い憤りを覚

えるものであり、断じて容認することはできない。 

昭和５９年１２月３日、相模原市核兵器廃絶平和都市宣言を行い、恒久的な世界

平和を願う本市にあって、相模原市議会は、ロシアによるウクライナへの軍事攻撃

や主権侵害に対し厳しく非難するとともに、ロシアに対し、国際法を順守し、軍を

完全かつ無条件で即時に撤退させるよう強く求める。 

政府においては、平和的解決に向け、あらゆる外交努力を尽くし、関係各国及び

国際社会との緊密な連携の下、厳格かつ適切な対応を講ずるとともに、難民となっ

て戦火から逃れる人々をはじめとするウクライナの方々への人道支援、ウクライナ

に在住する邦人の安全確保、国内在住のウクライナ人及びロシア人の人権が不当に

侵害されることのないよう措置することを要請する。 

以上、決議する。 

 

相 模 原 市 議 会 

 

国    会 
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関 係 機 関 

  

令和４年３月１１日提出 

 

提出者 相模原市議会議員 大 槻 和 弘  



提出者 相模原市議会議員 西 家 克 己  

提出者 相模原市議会議員 田 所 健太郎  
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提出者 相模原市議会議員 佐 藤 尚 史  

提出者 相模原市議会議員 渡 部 俊 明  

提出者 相模原市議会議員 長谷川 くみ子  
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議提議案第３号 

 

令和４年度における麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業に関

する調査特別委員会の調査経費についての決議 

令和４年度における麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業に関する調査

特別委員会の調査に要する経費は、３，０００，０００円以内とする。 

 以上、決議する。 

 

相 模 原 市 議 会 

 

令和４年３月２５日提出 

 

提出者 相模原市議会議員 古 内   明 

提出者 相模原市議会議員 金 子 豊貴男 

提出者 相模原市議会議員 羽生田   学 

提出者 相模原市議会議員 渡 部 俊 明 

提出者 相模原市議会議員 長谷川 くみ子 
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提出者 相模原市議会議員 南 波 秀 樹 

提出者 相模原市議会議員 大 崎 秀 治 

提出者 相模原市議会議員 小野沢 耕 一 

 


